別紙(第3条関係)

繰入額の算出

1.事業年度終了時における以下の値を算出する。
　1) 現金余剰金
　2) 損益計算書の当期総利益及び減価償却費

[bookmark: _Hlk158818878]2.当期総利益の状況に応じて以下のとおり繰入額を算出する。ただし，繰入額は減価償却費を上限とする。
　1) 当期総利益がマイナスの場合
　　 現金余剰金がある場合は，現金余剰金全額を減価償却引当特定資産に繰入れる。
　2) 当期総利益がプラスの場合
ア)「当期総利益≧現金余剰金」の場合は，現金余剰金全額を目的積立金として計上し，減価償却引当特定資産に繰入れない。
[bookmark: _GoBack]イ）「当期総利益＜現金余剰金」の場合は，当期総利益と同額を目的積立金として計上し，現金余剰金と当期総利益との差額を減価償却引当特定資産に繰入れる。


